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屋久島世界遺産管理計画に基づくこれまでの管理状況の評価について 

 

 

 現行の屋久島世界遺産管理計画は、2012 年 10 月に改定されたものであるが、

改定後、ヤクシカ対策の推進、屋久島山岳部保全協力金や屋久島公認ガイドの

制度化、屋久島山岳部適正利用ビジョンの策定（見込み）など、世界遺産管理

に多くの進展がみられる一方で、ヤクシカの食害に影響を受けた植生や希少種

の回復、山岳部のトイレ問題や登山者の安全管理など、複数の課題も依然残さ

れている状況にある。 

このため、今回の管理計画の改定にあたって、前回改定から約 10年間におけ

る世界遺産の管理状況等について評価し、これまでの取組、成果、課題等を整

理することを通して、関係者間の認識の共有や管理計画改定作業への反映など、

将来のよりよい世界遺産管理に活かすこととする。 

 

１．評価の考え方・進め方 

・管理計画上の項目（管理の方策の各項目）に沿って、これまで実施した主な

取組、成果や課題等を評価シートに整理しつつ、管理状況を定性的に評価す

る。 

・評価対象期間は、現行の管理計画を定めた2012年～2020年までを原則とする。 

・まずは、関係行政機関において評価案を作成し、科学委員会での議論を経て、

該当項目の評価を決定するとともに、課題等に関する情報を整理する。 

・モニタリング計画に基づく各モニタリング項目については、各項目の評価指

標と評価基準に基づき、2012年～2021年までの計画期間を対象に別途評価す

る。 

 

 

２．評価シートの書き方 

（１）主な取組 

・取組の詳細は、毎年度の科学委員会資料である「管理計画に基づく事業実績」

（以下、「事業実績」という）で網羅的に記載していることから、今回の評

価では、事業実績に記載している取組のうち、主要なもののみを絞ってとり

あげる。 

・特に、事業実績には、施設整備やモニタリング、巡視などが重複的に記載さ

れているが、これらはどの項目にも当てはまるため、できる限り重複記載を

避け、代表的なもの以外は、それぞれの該当項目（（２）エ．施設整備・管

理、（４）イ．調査研究・モニタリング、（４）ウ．巡視 など）に集約して

記載する。 
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（２）評価 

・各項目の管理の状況（管理体制や取組）と 10 年間の傾向について、シンプ

ルに「見える化」することを重視し、定性的に判断する。 

・管理の状況については、管理の方策に基づく体制や取組が機能しているかど

うかを下記の４段階で評価する。 

・10 年の傾向については、管理体制や取組の傾向（この 10 年で改善されたか、

後退しているか）について５段階で評価する。 

・管理の状況、10 年の傾向ともに、特筆すべき評価事項があれば、「成果」や

「課題その他」に記載する。 

 

表：評価の段階 

管理の状況 約 10 年の傾向 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

５：著しく改善 

４：改善 
３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

 

（３）成果 

・主に法・条例・計画等で制度化された成果や、体系的に整理された成果につ

いて、具体的に記載する。 

・その他特筆すべき事項については、可能な限り絞って具体的に記載する。 

 

（４）課題・参考情報 

・課題やその他参考情報について記載する。 
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屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-1 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全

（ア）植物 

ア）植生の垂直分布 

実施主体 環境省、◎林野庁 

＜主な取組＞ 

・林野庁が、島を５地域（東部・中央部・南部・西部・北部）に分け、地域ごとに標高

別の調査地点を５年ごとに調査する体系的な植生モニタリングを実施している(1999

～)。 

・環境省が、原生自然環境保全地域において、10 年ごとに毎木調査を実施している(1998

～)。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

４ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約 10 年の傾向 

３ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

＜課題・参考情報＞ 

・北部地域、南部地域、中央部地域において生育種数が回復・増加傾向にある一方、東部

地域、西部地域では生育種数の減少傾向が見られる。

図 1 - 1 - 1 屋久島垂直方向植生モニタリング位置図【2020 科学委①】 

屋久島北部（H17,22,27,R2） 
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（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-2 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全

（ア）植物 

イ）常緑広葉樹林

実施主体 ◎環境省、◎林野庁、地域関係者（財団、屋久島生物多様性保全

協議会等） 

＜主な取組＞ 

・環境省、地域団体等が、西部地域で植生保護柵を設置し、モニタリングを実施している

（2008～）。

・環境省が、西部地域のシカ対策を実施。2020 年に瀬切川右岸に個体数管理区を設定し、

計画捕獲と重点的なモニタリングを開始した。 

・環境省、林野庁において、常緑広葉樹林を含む形で、幅広く植生モニタリングを実施し

ている。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

３ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約 10 年の傾向 

４ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

＜課題・参考情報＞ 

・西部地域については、広域的にヤクシカの生息密度が高く、林床植生の被度が低く、落

葉層が貧弱で木本の根が露出している。低木や萌芽枝も少なく、土砂流出の発生や適切

な森林更新の阻害が懸念される。

・西部地域については、ヤクシマザル等の世界的な研究フィールドとしての機能と生態

系管理の取組（ヤクシカ対策を含む）とのバランスが重要である。

・遺産地域外の低地照葉樹林とそこに生育する希少種（菌従属栄養植物やシダ類など）の

重要性について、新たな知見が得られている（2020 年に自然保護団体や学会等から保

全に係る要望書が提出）。 
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（素案） 

 

 

  

図 1 - 2 - 1 植生保護柵写真 

【九州地方環境事務所_環境省】 

図 1 - 2 - 2 小型囲い罠の設置 

【2020 ヤクシカ WG①】 

 

  

図 1 - 2 - 3 (左)西部地域管理実施区域、(右)センサーカメラ設置地点【2020 ヤクシカ WG①】  
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（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-3 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全

（ア）植物 

ウ）天然スギ林

実施主体 環境省、◎林野庁 

＜主な取組＞ 

・林野庁が、著名ヤクスギの樹勢診断、樹勢回復措置、保護林等整備・保全対策事業を実

施するとともに(2005～)、10 年ごとに天然スギ林の面積に係るモニタリングを実施し

ている(2010、2020)。

・環境省が、原生自然環境保全地域において、10 年ごとに毎木調査を実施している(1983

～)。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

４ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約 10 年の傾向 

３ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

＜課題・参考情報＞ 

・2013 年から 2020 年までに 12 本の著名木樹勢診断を実施した結果、４本（天柱杉、万

代杉、愛子杉、大王杉）に腐食等を確認、倒木等が危惧される。

・2010 年、2020 年に天然スギ林の現状把握調査を実施した結果、状況変化は見られな

い。

図 1 - 3 - 1 屋久島の巨樹・著名木（紀元杉・縄文杉・弥生杉） 

【屋久島森林生態系保全センター_九州森林管理局】
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（素案） 

図 1 - 3 - 2 縄文杉の測定状況【2013 科学委②】 

図 1 - 3 - 3 天然スギ林のサンプリング箇所【2020 科学委①】 
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（素案） 

 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-4 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全 

（ア）植物 

エ）登山道等の植生 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（屋久島生物

多様性保全協議会等） 

＜主な取組＞ 

・環境省が、稜線部の登山道の植生調査や定点モニタリングを実施している(2010～)。 

・関係行政機関が、縄文杉等の著名ヤクスギや登山道周辺の植生保護のための各種施設

整備を実施している（No.2-3 参照）。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約 10 年の傾向 

３ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

＜課題・参考情報＞ 
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（素案） 

図 1 - 4 - 1 稜線部の登山道の植生調査地点【2016 科学委②】 

図 1 - 4 - 2 登山道周辺の荒廃状況、植生変化に関する定点モニタリング【2016 科学委②】 
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（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-5 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全

（ア）植物 

オ）固有種・希少種（全般）

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（屋久島生物多

様性保全協議会等） 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関、地域団体が、希少種調査を実施。環境省は、希少種の生育上重要な約 60

地点を抽出し、計画的に継続的なモニタリングを実施している。

・関係行政機関、地域団体等が、島内の約 100 か所に植生保護柵を設置した(2021 年 3 月

時点)。

・関係行政機関が、連携してヤクシカ捕獲を推進している。

・環境省が、種の保存法に基づいて種指定し、保護を強化した(2016、2018)。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

２ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

４ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・ヒモスギラン、ホソバコウシュンシダ、オオバシシラン、フササジラン、シマヤワラシ

ダ、ヤクシマタニイヌワラビ、ホソバシケチシダ、アオイガワラビ、ヤクシマフウロ、

ヤクシマリンドウ、ハナヤマツルリンドウ、ヤクシマヒゴタイ、ヤクシマソウ、ヤクシ

マヤツシロラン、タブガワヤツシロラン、ヒメクリソランの計 16 種が種の保存法に基

づく国内希少種に指定された。 

＜課題・参考情報＞ 

・2011・2012 年と、2016 年調査結果を比較すると、多くの希少種の確認地点数または個

体数の減少が確認された

図 1 - 5 - 1 (左)ヤクシマリンドウ、(中)アオイガワラビ、(右)ヤクシマソウ 
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（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-6 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全

（ア）植物 

オ）固有種・希少種（ヤクタネゴヨウ）

実施主体 環境省、◎林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（屋久島生物

多様性保全協議会等） 

＜主な取組＞ 

・林野庁、民間団体等が、モニタリング、保護増殖事業を実施している(2000～)。

・林野庁が、保護林を指定した(2013)。

・関係行政機関が、松枯れ対策連絡協議会を設置し、松枯れ対策を実施している。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

３ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

３ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2013年に「瀬切川ヤクタネゴヨウ稀少個体群保護林」が設定された。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜課題・参考情報＞ 

・マツノマダラカミキリ（在来種）が媒介するマツノザイセンチュウ（外来種）による感染

症が屋久島島内で発生し、世界遺産地域内へも拡散しており、ヤクタネゴヨウが数本枯死

している。

図 1 - 6 - 1 (左)マツノマダラカミキリ（写真提供：一般社団法人全国林業改良普及協会）、 

(右)マツノザイセンチュウ（写真提供：林野庁）【松くい虫被害_林野庁】 
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（素案） 

 

 

図 1 - 6 - 2 調査地の場所（ヤクタネゴヨウ）【2020 科学委①】 

 

 

図 1 - 6 - 3 大径木が隣接の 2 本に倒れ掛かる様子（ヤクタネゴヨウ）【2020 科学委①】  
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（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-7 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全

（イ）動物（ヤクシカ） 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（財団、屋久島

生物多様性保全協議会等） 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、2010 年に科学委員会ヤクシカ WG を設置し、科学的データに基づき、

連携してヤクシカ生息状況、植生の被害・回復状況のモニタリングを行いつつ、ヤクシカ

の捕獲や植生保護柵の設置等を実施している。

・環境省は 2017 年にシャープシューティングによる計画捕獲の体制構築に着手し、2020

年には西部地域(瀬切川右岸)に個体数管理区を設定し、捕獲及び重点的なモニタリングを

開始した。

・林野庁は、職員による国有林内の捕獲を実施するとともに、2010 年から屋久島町及び猟

友会と協定を結び、有害捕獲を推進している。

・鹿児島県は、2017 年にヤクシカにかかる第二種特定鳥獣管理計画を策定し、関係行政機

関と連携して必要な対策を実施している。

・屋久島町は、捕獲個体への助成や狩猟免許取得に関する支援を実施し、有害捕獲を推進し

ている。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

４ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

５ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2017 年に鳥獣保護管理法に基づく第二種特定鳥獣管理計画が策定された（2015 年の推

定個体数（21,000～31,000）を、2021 年に約 9,000 頭にする目標（特定計画）に関して、

シカの推定個体数は、2020 年においては 12,000～18,000 頭まで減少した）。

・既存のモニタリング調査をもとに、2019 年に森林生態系の管理目標が体系的に整理され

た。

＜課題・参考情報＞ 

・将来的な捕獲従事者の減少や捕獲効率の低下等を見据えて、徐々に戦略的な捕獲計画へ

の転換（有害駆除と管理捕獲のゾーニング、捕獲コストの集中）や、効率的な捕獲方法（シ

ャープシューティング等）の導入・展開が必要である。

・捕獲が困難な地域（林道が通っていない場所、高標高地域等）の取扱いの検討が必要であ

る。

11



資料２－２ 

（素案） 

・捕獲した個体の有効利用の推進が必要である。

・シカ捕獲について、島民や観光客の理解の促進が必要である。

図 1 - 7 - 1 R2 年度ヤクシカ密度ポテンシャル図【2020 ヤクシカＷＧ②】 

図 1 - 7 - 2 R1 年度ヤクシカ捕獲頭数（メッシュ図）【2020 ヤクシカＷＧ②】 
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資料２－２ 

 
（素案） 

 

 

 

図 1 - 7 - 3 ヤクシカ計画捕獲（シャープシューティング）体制図 

【2020 ヤクシカ WG①】 

 

 

 

図 1 - 7 - 4 西部地域のヤクシカ【九州地方環境事務所】  
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資料２－２ 

（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-8 

（１）生態系と自然景観の保全 

イ．生態系の保全

（イ）動物（ヤクシマザル） 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、餌やり禁止に係る普及啓発を実施している。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

２ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

４ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・自然公園法において、2021 年に野生動物への餌やりが、罰則を伴う規制行為として追加

される予定である。

＜課題・参考情報＞ 

・近年、餌付け行為の痕跡が確認されている。

図 1 - 8 - 1 (左)ヤクシマザル【九州地方環境事務所】、 

(右)ヤクシマザル餌やり禁止に係る普及啓発の例 

【屋久島西部地域ルールガイド_環境省九州地方環境事務所発行】 
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資料２－２ 

（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-9 

（１）生態系と自然景観の保全 

ウ．自然景観の保全

（ア）高層湿原 

実施主体 環境省、◎林野庁 

＜主な取組＞ 

・林野庁が、2018 年に高層湿原保全対策検討会を設置し、科学的データに基づき、調査・

対策等を実施している。

・林野庁、環境省が、ヤクシカ対策とも連動した植生モニタリングを実施している。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

４ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

５ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・高層湿原保全対策検討会において、2022 年度を目途に保全対策（案）をとりまとめる予

定である。

＜課題・参考情報＞ 

・湿原の衰退が危惧されるため、土砂流入やヤクシカ採食の影響、湿原遷移や水収支等の現

状を総合的に評価し、必要な保全対策の検討が必要である。 

図 1 - 9 - 1 植生保護柵設置位置と植生プロット位置【2020 科学委①】 
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資料２－２ 

（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-10 

（１）生態系と自然景観の保全 

ウ．自然景観の保全

（イ）ヤクスギの巨樹・巨木 

実施主体 環境省、◎林野庁 

＜主な取組＞ 

・No.1-3 参照

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

４ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

３ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・No.1-3 参照

＜課題・参考情報＞ 

・No.1-3 参照

表 1 - 10 - 1 屋久島の巨樹・著名木データ一覧 

【屋久島森林生態系保全センター_九州森林管理局】 
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資料２－２ 

 
（素案） 
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（素案） 
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資料２－２ 

 
（素案） 

 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.1-11 

（１）生態系と自然景観の保全 

エ．外来種や病害虫等への対応 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、2017 年に外来種対策行政連絡会議を設置し、連携して各種対策を実施

している。 

・タヌキについては、屋久島町が有害駆除を実施している。 

・アブラギリについては、林野庁が基礎調査や除伐を実施している(2010～)。 

・ナラ枯れについては、林野庁が被害調査を実施している(2004～)。 

・松枯れについては、No.1-6 参照。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

２ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

３ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

 

＜課題・参考情報＞ 

・国内外来種であるタヌキについては、有害駆除を実施しているが、現時点では全島的に分

布が拡大しており、現実的にタヌキを根絶するという選択肢は困難な状況である。遺産地

域の生態系への負の影響の度合いは不明である。 

・屋久島東部において、国内外来種であるオキナワキノボリトカゲの侵入が確認されてお

り、分布の拡大が懸念される。遺産地域の生態系への負の影響の度合いは不明である。 
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資料２－２ 

 
（素案） 

 

 

図 1 - 11 - 1 アブラギリの駆除について（屋久島外来種対策行政連絡会） 

【2018 科学委②】 

 

 

図 1 - 11 - 2 外来種アブラギリの駆除試験地 

【洋上アルプス No.296_林野庁屋久島森林生態系保全センター】 
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資料２－２ 

 
（素案） 

 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.2-1 

（２）自然の適正な利用 

イ．利用の適正化 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、◎屋久島町、地域関係者（財団、レク

森、観光協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・屋久島町が主体となり、屋久島町エコツーリズム推進協議会において、ガイド制度を体系

的に整理し、屋久島公認ガイド制度を構築した。2015 年に制定した条例に基づき、2019

年から本運用した。 

・屋久島町が主体となり、既存の屋久島山岳部保全対策協議会と車両運行対策協議会を統

合し、2017 年に屋久島山岳部保全利用協議会が設置。町条例に基づき、同協議会が同年

から屋久島山岳部環境保全協力金の運用を開始（既存の山岳部保全募金を条例に基づく

制度化）。協力金をもとに、山岳部のトイレのし尿搬出を継続している。 

・屋久島町が主体となり、2010 年から現在の運用期間(3/1～11/30)となった荒川登山口の

マイカー規制を継続している。 

・屋久島町が主体となり、屋久島全域の適正利用やエコツーリズム推進方策等をとりまと

めた屋久島町エコツリーリズム推進全体構想を策定中である。 

・山岳部の適正利用については、No.2-2 参照。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

４ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2015 年に屋久島町が、屋久島公認ガイド利用推進条例を制定した。 

・2015 年に屋久島町が、世界自然遺産屋久島山岳部環境保全協力金条例を制定した。 

・2021 年に山岳部適正利用ビジョンが策定される（予定）。 

＜課題・参考情報＞ 

・2011 年の町議会において、エコツーリズム推進全体構想と連動した特定自然観光資源（縄

文杉、永田浜ウミガメ、西部地域）の利用調整に関する条例案について否決された。 

・2019 年 5 月に発生した豪雨災害等も踏まえて、登山者等の安全管理体制の強化が必要で

ある。 

・外国人の入込者の受け入れ体制の整備が必要である。 

・空港拡張計画が進められており、空港拡張後には、入込者が急増することが想定され、対

応を検討しておくことが必要である。 
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資料２－２ 

（素案） 

図 2 - 1 - 1 屋久島公認ガイド認定制度【屋久島町】 

図 2 - 1 - 2 山岳部環境保全協力金チラシ 
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資料２－２ 

（素案） 

図 2 - 1 - 3 マイカー規制チラシ（2018 時点） 
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資料２－２ 

（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.2-2 

（２）自然の適正な利用 

ウ．主要な登山道や地域毎の利用方針

実施主体 ◎環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（財団、レク

森、観光協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・環境省が、2016 年に山岳部利用のあり方検討会を設置し、山岳利用のビジョン、ROS を

活用した利用ルートごとの利用体験ランク、施設の整備・維持管理水準、情報提供方策等

を盛り込んだ「屋久島山岳部適正利用ビジョン」を策定中。

・屋久島全域の適正利用やエコツーリズム推進方策については、No.2-1 参照。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

３ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

４ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2021 年に山岳部適正利用ビジョンが策定される（予定）。

＜課題・参考情報＞ 

・登山道の利用と密接な関係にある「山岳部のし尿処理と山岳トイレ」、「トロッコ軌道の維

持」、「管理者不在の歩道等の取扱い」、「避難小屋」、「施設の維持管理等における現場の担

い手」等について、具体的な対応方針や対策が未決定・未着手のものもあり、引き続き関

係者による協議と実行が必要である。 
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（素案） 

 

 

 

図 2 - 2 - 1 屋久島登山道の利用体験ランク【2020 山岳部検討会②】 

 

 

  

1 2 3 4 5

都市的 原生的

屋久島山岳部の自然に

ふれあう探勝ルート

屋久島山岳部の自然を

楽しむトレッキング

ルート

屋久島山岳部の自然を

体感できる登山道

屋久島山岳部の

原生的な自然を

体感できる登山道

屋久島山岳部の原生的

かつ荘厳な自然を

深く体感できる登山道

利　用　体　験　ラ　ン　ク

想定される

利用体験の

質

・バスやレンタカー等で容

易にアクセスでき、行程は

半日未満の一般観光客向け

ルート。

・木道や階段が整備され、

川には橋があるなど、安全

性・快適性に配慮された探

勝ルートで、屋久島の自然

とふれあえる。

・バスやレンタカー等で容

易にアクセスでき、行程は

日帰り（半日～一日）の登

山入門者向けルート。

・木道や階段が適所に設置

され、川には橋があるな

ど、快適性が優先されたト

レッキングルートで、屋久

島の自然を楽しめる。

・舗装路または未舗装路で

の車両を用いたアクセスが

基本となり、行程は日帰り

（一日）の登山経験者向け

ルート。

・快適性よりも自然の雰囲

気の保持が優先された登山

道で、屋久島の自然を体感

できる。

・危険個所に小規模の木道

や階段が設置されるが、渡

渉が必要な場合があり、悪

天候時には行程変更の判断

が求められるなど、登山者

自らの一定のリスク管理と

行動判断が要求される。

・未舗装路や悪路での車両

を用いたアクセスが基本と

なり、行程は日帰り（一

日）または一泊の登山経験

者向けルート。

・自然の雰囲気の保持が最

優先された、人との出会い

が稀な登山道で、屋久島の

原生的な自然を体感でき

る。

・木道や階段の整備を行わ

ないことを基本とする。ま

た、渡渉が必要な場合があ

り、ルートの誘導は必要最

低限で、悪天候時には行程

変更の判断が求められるな

ど、登山者自らのリスク管

理と高度な行動判断が要求

される。

・徒歩でのアクセスが基本

となり、行程は一泊以上の

経験豊富な登山者向けルー

ト。

・自然の雰囲気の保持が最

優先された、ほぼ人と出会

わない登山道で、屋久島の

原生的かつ荘厳な自然を深

く体感できる。

・木道や階段の整備を行わ

ないことを基本とする。ま

た、渡渉が必要な場合があ

り、ルートの誘導は必要最

低限で、悪天候時には行程

変更の判断が求められるな

ど、登山者自らのリスク管

理と極めて高度な行動判断

が要求される。
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（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.2-3 

（２）自然の適正な利用 

エ．生態系と自然景観の保全に配慮した施設整備・管理

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（レク森、観光

協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、各種整備・維持管理を実施している。

・No.2-2 参照。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

３ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

３ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・別添参照

＜課題・参考情報＞ 

・登山道の利用と密接な関係にある「山岳部のし尿処理と山岳トイレ」、「トロッコ軌道の維

持」、「管理者不在の歩道等の取扱い」、「避難小屋」、「施設の維持管理等における現場の担

い手」等について、具体的な対応方針や対策が未決定・未着手のものもあり、引き続き関

係者による協議と実行が必要である。 

図 2 - 3 - 1 登山道区間ごとの施設整備・維持管理水準【2020 山岳部検討会①】 
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資料２－２ 

（素案） 

表 2 - 3 - 1 過去 10 年の主な整備の写真一覧 

新高塚小屋トイレ(2011) 淀川橋(2012) 

黒味岳登山道(2013) 高塚小屋(2013) 

縄文杉デッキ①(2016) 縄文杉デッキ②(2016) 

淀川登山口休憩所(2019) 永田岳山頂周辺登山道(2019) 

27



資料２－２

施設 場所 整備主体
1962 昭和37年 鹿ノ沢小屋設置（汲取トイレ含） 鹿ノ沢小屋 鹿児島県
1965 昭和40年 花之江河小屋設置（汲取トイレ含） 淀川小屋 鹿児島県（国補助）
1970 昭和45年 高塚小屋設置（汲取トイレ含） 高塚小屋 鹿児島県（国補助）
1971 昭和46年 石塚小屋設置（汲取トイレ含） 石塚小屋 鹿児島県（国補助）
1979 昭和54年 白谷小屋設置（汲取トイレ含） 白谷小屋 屋久島町

花之江河（宮之浦岳Ｒ）～竹の辻公園境界（永田歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

木道、土留柵、標識類 淀川登山口～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
花之江河（宮之浦岳R）～竹の辻公園境界（永田歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

標識類、土留丸太 尾之間歩道入口～蛇之口滝（尾之間歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁 淀川（淀川橋） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

大株歩道入口（縄文杉R）～焼野三叉（縦走路） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

標識類 蛇之口滝分岐点～割石岳乗越（尾之間歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
標識類 割石岳乗越～淀川登山口（尾之間歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
標識類、土留丸太、階段 花之江河～荒川支流（花之江河ヤクスギランド線） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段、土留丸太、標識類 花之江河～栗生林道合流点（栗生歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
標識類、土留丸太等 太忠岳登山道入口～太忠岳（現ヤクスギランド入口～山頂） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
淀川小屋建て替え 淀川小屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）

1988 昭和63年 階段 淀川小屋～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
焼野三叉（縦走路）～安房岳・投石岳鞍部（宮之浦岳R） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

花之江河（宮之浦岳R）～竹の辻公園境界（永田歩道） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

トイレ 淀川登山口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
楠川分かれ（縄文杉R）～焼野三叉（縦走路） 鹿児島県（国1/2、県1/2）

標識類、土留補修 花之江河～石塚小屋（花之江河ヤクスギランド線） 鹿児島県（国1/2、県1/2）
1992 平成4年 新高塚小屋設置 新高塚小屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）

駐車場 白谷雲水峡入口（※当時国立公園外） 鹿児島県
階段、デッキ、標識類、トロ道板張等 小杉谷～縄文杉 鹿児島県（国1/2、県1/2）

1994 平成6年 トイレ（水洗） 白谷雲水峡入口（※当時国立公園外） 鹿児島県
トイレ（浄化槽） 荒川登山口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段補修、標識類 大株歩道入口～ウィルソン株 鹿児島県（国1/2、県1/2）
休憩所 縄文杉先 鹿児島県（国1/2、県1/2）
植生保護デッキ、編柵工 縄文杉 林野庁
土留階段 淀川登山口～黒味岳分岐 鹿児島県（国1/2、県1/2）
管理棟 白谷雲水峡入口（※当時国立公園外） 林野庁
階段 淀川登山口～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段 縄文杉～高塚小屋 林野庁
木道、階段 花之江河～翁岳 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（沢津橋） 林野庁
木道、階段、標識類 翁岳鞍部～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段、標識類 花之江河～焼野 鹿児島県（国1/2、県1/2）
土留階段、階段、木道 淀川登山口～花之江河 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（荒川橋） 林野庁
階段、板張 縄文杉周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（苔の橋） 林野庁
休憩所 ヤクスギランド内（２箇所） 林野庁
休憩所 ヤクスギランド内（１箇所） 林野庁
屋根、デッキ 新高塚小屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段、板張、橋梁、トロ道板張 楠川分かれ～縄文杉 鹿児島県（国1/2、県1/2）
植生保護デッキ外踏出防止柵等 縄文杉、高塚小屋周辺 林野庁
休憩所 ヤクスギランド内（１箇所） 林野庁
木道、標識類 花之江河～焼野 鹿児島県（国1/2、県1/2）
休憩所 小杉谷小学校先 林野庁
階段、板張 ウィルソン株周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
階段、板張 新高塚小屋周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
著名杉命名板、解説板 ヤクスギランド内 林野庁
板張、橋梁設置 小杉谷分岐～大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道 花之江河周辺 鹿児島県（国1/2、県1/2）
丸太工、階段工 花之江河、小花之江河 林野庁
枕木交換 小杉谷小学校跡～大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段 縄文杉～高塚小屋先 鹿児島県（国1/2、県1/2）
トイレ（浄化循環） 大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
橋梁掛替、歩道整備 ヤクスギランド内（天柱橋） 林野庁
木道、土留丸太 花之江河～黒味岳分岐 鹿児島県（国1/2、県1/2）
丸太工、階段工 花之江河、小花之江河 林野庁
龍神杉歩道整備 登山口～龍神杉 屋久島町
枕木交換、トロ道板張 小杉谷小学校跡～大株歩道入口 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段、石積 新高塚小屋～坊主岩 鹿児島県（国1/2、県1/2）
解説板 ヤクスギランド内 林野庁
龍神杉歩道整備（デッキ等） 龍神杉 屋久島町
周辺整備（階段、木道、標識類等） ウィルソン株 鹿児島県（国1/2、県1/2）
木道、階段、石積 坊主岩～平石岩屋 鹿児島県（国1/2、県1/2）
龍神杉歩道整備 登山口付近 屋久島町
橋梁掛替 小杉谷小学校跡～小杉谷荘跡周辺 鹿児島県
植生保護デッキ補修、木柵、丸太筋工 縄文杉 林野庁
橋梁掛替 小杉谷荘跡周辺 鹿児島県
トイレ（オゾンし尿処理・改築） 大株歩道入口 鹿児島県
土留、排水溝等整備 花之江河 林野庁
トイレ（バイオ） 小杉谷山荘跡 屋久島町（企業寄付）
木道、階段、石積、水切等 平石～淀川登山口 環境省
龍神杉歩道整備（標識類） 登山口～龍神杉 屋久島町

【No.2-3別添】屋久島山岳部における整備等一覧
年度

標識類

土留柵、標識類

土留丸太、標識類

標識類、土留補修、トロッコ道板張

標識類、土留丸太、階段工

木道、土留柵、標識類

昭和56年1981

昭和58年1983

昭和59年1984

昭和60年1985

平成元年1989

平成2年1990

平成5年1993

平成7年1995

平成8年1996

平成9年1997

平成10年1998

平成11年1999

平成12年2000

平成13年2001

平成14年2002

平成15年2003

平成16年2004

平成17年2005

平成18年2006

平成19年2007
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施設 場所 整備主体

【No.2-3別添】屋久島山岳部における整備等一覧
年度

橋梁掛替 小杉谷小学校跡～楠川分かれ手前 鹿児島県
駐車場 自然館前（※国立公園区域外） 鹿児島県
トイレ（水洗） 自然館前（※国立公園区域外） 鹿児島県
携帯トイレブース ヤクスギランド内（蛇紋杉手前） 林野庁
トイレ（簡易水洗処理槽・改築） 荒川登山口 鹿児島県
休憩所 荒川登山口 鹿児島県
トイレ（簡易水洗処理槽・追加） 荒川登山口 鹿児島県
橋梁掛替 小杉谷小学校跡～大株歩道入口 鹿児島県
植生保護デッキ、木柵、根茎保護等 大王杉手前～縄文杉 林野庁
トイレ（バイオ） 小杉谷山荘跡 屋久島町（企業寄付）
ゲート設置 荒川三叉路 屋久島町
根茎保護デッキ、丸太柵等 大王杉手前～縄文杉先 林野庁
携帯トイレブース 淀川小屋、花之江河、翁岳 環境省
トイレ（土壌処理式）
（携帯トイレブース１室）

新高塚小屋 環境省

トイレ改修（簡易水洗化、ソーラー） 淀川登山口 屋久島町（企業寄付）
バス停屋根 自然館前（※国立公園区域外） 屋久島町（県1/2、協力金1/2）
木道、石積 縄文杉周辺 鹿児島県
階段、橋梁掛替（淀川橋） 淀川登山口～投石平 環境省
石積 黒味分れ～黒味岳山頂 環境省
携帯トイレブース 大王杉 環境省
避難小屋 高塚小屋 屋久島町（企業寄付）
植生保護デッキ撤去 縄文杉 林野庁
高塚小屋建て替え 高塚小屋 屋久島町
北デッキ撤去 縄文杉 林野庁
南デッキの一部撤去 縄文杉 林野庁
デッキ 縄文杉 環境省
南デッキ撤去、植生保護ネット 縄文杉 林野庁
デッキ 縄文杉 環境省
休憩所 淀川登山口 環境省
登山道整備工事 鹿之沢小屋～焼野三叉路間 環境省

2021 令和３年 う回路 大王杉 環境省（県施工委任）

※オレンジセル＝縄文杉ルート（荒川口-高塚小屋）、水色セル＝宮之浦岳ルート（淀川口～宮之浦岳）、紫セル＝縦走ルート（宮之浦岳～高塚小
屋）、緑セル＝レク森

2013 平成25年

2015 平成27年

2019 令和元年

平成20年2008

平成24年2012

平成28年2016

平成21年2009

平成22年2010

平成23年2011
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資料２－２ 

（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.2-4 

（２）自然の適正な利用 

オ．エコツーリズムの推進

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、◎屋久島町、地域関係者（◎財団、レ

ク森、観光協会、ガイド等）

＜主な取組＞ 

・山岳部を中心とした島全体については、No.2-1 参照。

・屋久島環境文化財団と屋久島町が主体となり、2015 年に屋久島里めぐり推進協議会を設

置し、里地の地域資源を活用したツアー等を実施している。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

３ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

３ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・No.2-1 参照。

＜課題・参考情報＞ 

・里めぐり、語り部等、集落文化を知る観光の展開には、人材確保が課題である。

図 2 - 4 - 1 屋久島里めぐり図【屋久島里めぐり推進協議会】 
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資料２－２ 

 
（素案） 

 

 

図 2 - 4 - 2 里めぐりの魅力【屋久島里めぐり推進協議会】 
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資料２－２ 

（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.3 

（３）関係行政機関等の体制 

実施主体 ◎環境省、◎林野庁、◎鹿児島県、◎屋久島町、地域関係者（財団、レ

ク森、観光協会、ガイド等）

＜主な取組＞ 

・2009～2010 年に科学委員会やヤクシカ WG を設置し、科学的データに基づく順応的な管

理体制を継続的に運用している。

・2021 年に世界遺産地域連絡会議の体制を拡充し、世界遺産管理に係る地域関係者との情報

共有や合意形成の場として運用する（予定）。

・関係行政機関の人員・体制については、大きな変化はない。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

３ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

４ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・科学委員会（WG 含む）という科学的データに基づく順応的管理の体制が継続されている

(2009～)。

・地域連絡会議という地域関係者との情報共有や合意形成の場が構築された(2021)。

＜課題・参考情報＞ 

・特に適正利用に関して、実務的かつ重要な役割を担っているその他の様々な協議会や検討

の場があり、人的資源が限られている中で、構成員の多くが重複している。

・特に適正利用に関して、既存の様々な協議及び検討の場が存在しているものの、横の連携

（協議会間での決定事項や検討事項の情報共有、担当者間での情報共有）が必ずしも十分

ではなく、合意形成のスキームが不明瞭である。
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資料２－２ 

（素案） 

図 3 - 1 屋久島世界自然遺産地域の管理体制（移行イメージ）【2021 地域連絡会議①】 
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資料２－２ 

（素案） 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.4-1 

（４）調査研究・モニタリング及び巡視活動 

イ．調査研究・モニタリング

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（レク森、観光

協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、2011 年に屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画を策定し、当該計

画に基づいて各種モニタリングを継続的に実施している。

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照

＜評価＞ 

管理の状況 

３ 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

約10年の傾向 

３ 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2011 年に策定された屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画に基づき、必要なモニタ

リングが継続的に実施されている。

＜課題・参考情報＞ 

・社会状況等の変化や、新たに策定又は改定される計画に即して、モニタリング計画の定期

的な見直しの検討が必要である。 

・継続的なモニタリングには予算や人員の制約があることから、既存のモニタリングやデ

ータを活用するなど、できるだけ簡易で安定的な方法も模索する必要がある。

図 4 - 1 - 1 管理機関が継続して実施するモニタリング計画【2020 科学委①】 
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（素案） 

 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.4-2 

（４）調査研究・モニタリング及び巡視活動 

ウ．巡視活動 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町 

＜主な取組＞ 

・環境省と林野庁を中心として、2008 年に作成した世界遺産地域巡視マニュアルに基づき、

職員等（アクティブ・レンジャーやグリーン・サポート・スタッフを含む）による定期的

な巡視を実施している。 

・関係行政機関が、屋久島国立公園パークボランティア（環境省）、自然保護推進員や希少

野生動植物推進員（鹿児島県）を運用している。 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

３ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

＜課題・参考情報＞ 

・情報化社会の進展とともに、関係行政機関間の情報の即自的な共有が重要となっており、

世界遺産地域巡視マニュアルの改訂も必要である。 

 

  

図 4 - 2 - 1 モニタリング、巡視活動 
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（素案） 

 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.5 

（５）地域との連携・協働 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（レク森、観光

協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・屋久島山岳部保全利用協議会や屋久島町エコツーリズム協議会、屋久島山岳部利用のあ

り方協議会等において、世界遺産管理に関する方針や具体的施策について、地域関係者か

らの意見や提案を幅広く聞くとともに、情報の共有を図っている。 

・2021 年に世界遺産地域連絡会議の体制を拡充し、世界遺産管理に係る地域関係者との情

報共有や合意形成の場として運用する（予定）。 

・2013 年に、地域社会と研究者が恊働して互いに学びあい、地域社会のために具体的に活

かしていくことを目指す場（知のプラットフォーム）として、地域住民・団体、研究者、

屋久島町が主体となって、屋久島学ソサエティが設立。年次大会が開催されるなど、研究

者の研究データが島民に広く還元されるとともに、多くの情報が蓄積されている。屋久島

公認ガイド制度においても、登録ガイドの要件に位置付けられている。 

・屋久島環境文化財団が、2006 年から民間団体等の環境保全活動への支援を継続している。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

5 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2013 年に屋久島学ソサエティが設立された。 

 

＜課題・参考情報＞ 

・No.3 参照。 

・島民が、屋久島の自然環境や世界遺産管理に直接的・間接的に携わる活動・場面が少な

い。 

・将来の屋久島の世界遺産管理の担い手となれるよう、ガイドの位置づけや役割の明確化

が必要である。 
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資料２－２ 

 
（素案） 

 

 

図 5 - 1 屋久島学ソサエティ第 7 回大会プログラム表紙 

 

 

図 5 - 2 会誌「屋久島学 No.7」表紙 

 

37



資料２－２ 

 
（素案） 

 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.6-1 

（６）環境教育、情報の発信と普及啓発 

（環境教育） 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（財団、レク森、

観光協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・屋久島環境文化財団が、1996 年から自然・文化体験セミナーやふるさとセミナー等の環

境学習事業を、2003 年から研究者の講演会（屋久島研究講座）を継続している。 

・2001 年に屋久島高校に環境コースが設置され、自然や文化に関するカリキュラムが構築

されているとともに、生徒は自然環境等に係る課題研究を行い、屋久島学ソサエティ等の

場で発表を行っている。 

・屋久島学ソサエティについては、No.5 参照。 

・環境省が、2008 年から町の小学校を対象に、国立公園や世界遺産を伝える「出前授業」

を継続している。 

・林野庁が、2020 年に町の小中学校の先生を対象に、森林や林業の情報を発信する「屋久

島森の塾」を開催した。 

・環境教育や普及啓発の拠点施設として、屋久島環境文化村センター、研修センター、屋久

杉自然館、屋久島世界遺産センター、屋久島世界遺産保全センター等が各関係行政機関に

よって運営されている。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

５ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

・2013 年に屋久島学ソサエティが設立された。 

 

＜課題・参考情報＞ 

・環境教育の体系化や深化を目的として、関係行政機関や施設間の連携が重要である。特に

教育委員会や学校との連携は重要である。 
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（素案） 

図 6 - 1 - 1 出前授業の様子【環境省屋久島自然保護官事務所_屋久島世界遺産センター】 

図 6 - 1 - 2 屋久島森の塾【洋上アルプス No.306_林野庁屋久島森林生態系保全センター】 
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（素案） 

 

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく管理状況評価シート 2012～2020 

管理計画上の項目 

No.6-2 

（６）環境教育、情報の発信と普及啓発 

（普及啓発・情報発信） 

実施主体 環境省、林野庁、鹿児島県、屋久島町、地域関係者（財団、レク森、

観光協会、ガイド等） 

＜主な取組＞ 

・関係行政機関が、屋久島マナーガイド(1999～)、西部地域ルールガイド(2011～)、洋上ア

ルプス(1995～)といったパンフレットやリーフレット等のほか、モニタリング結果、ヤク

シカ対策等に係る普及啓発資料を作成し、観光客や住民に対して普及啓発を実施してい

る。また、屋久島マナービデオ(2002～)が適宜改訂され、交通機関の協力を得て、高速船

で継続的に放映されている。 

・関係行政機関が、各 HP を整備・更新しているほか、山岳部保全協力金とマイカー規制、

屋久島公認ガイドなどの主要な取組ごとの HP が整備され、情報発信が行われている。 

・科学委員会、ヤクシカ WG、高層湿原保全対策検討会、山岳部利用のあり方検討会などの

主要な会議の資料、議事概要等が公開され、議論の透明性が確保されている。 

 

※詳細は「管理計画に基づく事業実績」（毎年度の科学委員会資料）参照 

＜評価＞ 

管理の状況  

３ 
 

４：高く有効 

３：有効 

２：やや懸念あり 

１：深刻な懸念あり 

 

約10年の傾向 

３ 
 

５：著しく改善 

４：改善 

３：安定／変化なし 

２：悪化 

１：著しく悪化 

N：情報不足／判断不可 

＜成果＞ 

― 

 

＜課題・参考情報＞ 

・世界遺産地域や国立公園の管理者である行政機関からの体系的かつ総合的な情報発信を

行う必要がある。 

・近年では SNS 等の普及に伴って、個人の情報収集手段も多様化するとともに、利用者個

人による情報発信力の大きさも高まっており、行政による一元的な HP 等の整備だけで、

発信したい情報を利用者に十分に伝えることは困難である。個人による情報発信力の重

要性も十分に考慮しつつ、観光事業者との連携なども含めて、多角的な情報発信の形を構

築する必要がある。 
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（素案） 

 

  

図 6 - 2 - 1  (左)登山者のための屋久島マナーガイド、(右)屋久島西部地域ルールガイド 

【左：屋久島山岳部保全利用協議会、右：環境省九州地方環境事務所】 

 

  

図 6 - 2 - 2 山岳部環境保全協力金とマイカー規制に関する記述 

【登山者のための屋久島マナーガイド_屋久島山岳部保全利用協議会】 

 

41



資料２－２ 

 
（素案） 

 

 

図 6 - 2 - 3 屋久島世界遺産センターHP 
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（素案） 

図 6 - 2 - 4 九州森林管理局_屋久島世界自然遺産地域 HP 

43



資料２－２ 

 
（素案） 

 

 

図 6 - 2 - 5 屋久島山岳部保全利用協議会 HP 
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（素案） 

図 6 - 2 - 6 屋久島公認ガイド HP 
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